
農林水産部指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会審査報告書
（鳥取県立とっとり賀露かにっこ館）

農林水産部指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会（以下「審査・運営評価委員会」とい
う。）として、次のとおり鳥取県立とっとり賀露かにっこ館の指定管理候補者を鳥取県公の施設におけ
る指定管理者の指定手続等に関する条例（以下「指定手続条例」という。）第５条の基準に基づいて審
査・選定した。

１ 指定管理候補者
一般財団法人鳥取県観光事業団（鳥取市相生町四丁目４１１番地） 理事長 衣笠 克則

２ 指定期間
平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで（５年間）

３ 指定管理料の額
２６８，２００，０００円 （債務負担行為限度額 ２６８，４８６，０００円）
［参考］単年度指定管理料の額 年度 指定管理料の額

平成３１年度 ５３，２００，０００円
平成３２年度 ５３，７００，０００円
平成３３年度 ５４，１００，０００円
平成３４年度 ５３，５００，０００円
平成３５年度 ５３，７００，０００円

４ 選定理由
とっとり賀露かにっこ館の指定管理者の指定に当たっては、１団体から応募があり、審査・運営

評価委員会において指定手続条例第５条の基準に基づき総合的に審査した結果、水生生物と水産の
魅力発信が、専門的なノウハウを有している県栽培漁業協会への委託や現在のスタッフの継続雇用
によって担保されるほか、館内軽飲食の提供などによる利用者の利便性向上や、他の観光施設等と
連携したイベント企画などによる集客増が期待できることから、上記の団体を指定管理候補者とし
て適当であると認めた。

５ 公募の経緯
（１）募集期間

平成３０年７月９日から同年８月１５日まで（現地説明会 平成３０年７月１７日）
（２）応募者

応 募 者 所 在 地 代 表 者

一般財団法人鳥取県観光事業団 鳥取市相生町四丁目４１１番地 理事長 衣笠 克則

６ 審査委員会の経緯
（１）審査委員

氏 名 所 属 等
小畑 正一（委員長） 鳥取県農林水産部水産振興局長
北野 岳之（副委員長) 北野岳之税理士事務所税理士
戸苅 丈仁 鳥取環境大学環境学部環境学科講師
井本 千鶴 賀露中央海鮮市場協同組合会計主任
岸 多 津 鳥取市賀露地区公民館主任

（２）開催経緯
ア 第１回審査委員会：平成３０年６月１３日

指定管理者制度及びとっとり賀露かにっこ館の概要説明、審査要項・審査項目等の審議
イ 第２回審査委員会：平成３０年８月２２日

面接審査の実施後、採点及び採点結果の審議、指定管理候補者の選定



（３）選定基準
選 定 基 準 審 査 項 目 配点

１ 施設の平等な利用を確保するのに ・管理の基本的な考え方の適合性 必須
十分なものであること。 施設設置目的の理解
（指定手続条例第５条第１号） 指定管理者を希望する理由

管理運営の方針
※平等な利用が確保できないと認められる場合は、失格

２ 施設の効用を最大限に発揮させる ・施設の設置目的に沿ったサービス・事業の ４０
ものであること。 内容（サービス向上策、利用促進策等）
（指定手続条例第５条第２号） ・管理の基準

開館時間、休館日の設定
個人情報保護、情報の公開

・施設設備の維持及び衛生管理の水準
・事故・事件の防止措置、緊急時の対応
・利用者等の要望の把握

３ 管理に係る経費の効率化が図られ ・収支計画及び見積内容 １５
るものであること。 ・県の委託料額の多寡
（指定手続条例第５条第２号）

４ 管理を安定して行うために必要な ・法人等の財政基盤、経営基盤 ３９
人員及び財政的基礎を有してお ・組織及び職員の配置等
り、又は確保できる見込みがある ・現在の施設職員の継続雇用に関する方針
こと。 ・関係法令に係る監督行政機関からの指導等
（指定手続条例第５条第３号） の状況

・法人等の社会的責任の遂行状況
障がい者雇用
男女共同参画推進企業の認定
ISO14001・TEASⅠ種規格等の認証

５ その他 ・ネーミングライツに係る提案 ６
（指定手続条例第５条第４号） ・主たる事業所の県内への所在

（４）審査結果
審査 一般財団法人

配点 委員からの主な意見等
基準 鳥取県観光事業団
１ 適／不適 適 平等な施設利用を確保できるものと評価された。

○水生生物の飼育は新たな分野であるものの、専門的技術
２ ４０ ２７．１ や知識を有する県栽培漁業協会と連携して対応することと

している。
○他に７つの施設を管理運営していることから、これらの
施設との連携によるサービス向上が期待できる。
○事故・事件対応について、各々の緊急事態ごとの体制・
対応を提案している。
○個人情報保護等対応について、既に必要な規定を制定済
である。

３ １５ １０．２ ○限られた予算における管理運営は評価できる。
○財政基盤に問題は認められない。
○現行と同様の８名の職員体制が計画されている。

４ ３９ ２７．６ ○他の７つの管理運営施設とも連携した各種研修等の実施
による人材委育成に期待が持てる。
○現在の施設職員（非常勤職員）の継続雇用が予定されて
いることから、これまでの管理運営ノウハウの円滑な引継
ぎが期待できる。
○関係法令に係る監督行政機関からの指導等は受けていな
い。
○男女共同参画や環境配慮などの法人の社会的責任を遂行
しようとしている。

５ ６ ３．０ ○主たる事業所を県内に置いている。
○ネーミングライツに係る提案はない。

合計 １００ ６７．９
※点数は出席委員５名の平均



７ 指定管理候補者の事業計画の概要
（１）管理運営の基本的な考え方

○これまで県立７施設の管理運営を担ってきたノウハウを活かして、様々な連携（他県の水族館と
の連携、鳥取砂丘コナン空港・環境大学との連携、近隣施設との連携）、利用者目線の運営（導
線の検討、説明機能の充実、飼育状況の可視化、インバウンド対策）、集客促進等の拡充（広報
の充実、ＳＮＳの活用、他の管理運営７施設と抱き合わせのキャンペーンや観光情報説明、有料
体験メニュー、オリジナルキャラクター製作、自動販売機や館内軽飲食の提供等）を行うことに
よって指定管理者制度導入の利点を発揮するとともに、年次的に取組改善がなされるような管理
運営を行う。

（２）サービスの提供内容
○解説文や説明による水生生物の魅力発信のほか、給餌や水槽清掃等の飼育の様子を来館者に見て
頂くことで水生生物に対する理解促進を図る。

○利用者目線に配慮し、入館してから退館するまでの新たな導線を検討する。
○これまでかにっこ館で行われてきた取組に加えて、夏休みの自由研究教室や、展示物の海浜での
採取体験、魚の調理教室、かにっこ空港ロードを使ったウオーキングイベント等の実費徴収によ
る実施を検討する。

○自動販売機を新たに設置するほか、現在の受付付近を改修することによる軽飲食の提供を新たに
検討することにより、利用者の利便性の向上を図る。

○野外イベントの実施など、芝生広場の有効活用策を検討する。
○出前かにっこ館は、月２回程度を限度として継続実施することとし、その実費は原則として徴収
する。

○既に管理運営している７施設でのパンフレット配架や合同キャンペーンの実施などによる集客促
進を図る。

○すさみ町立エビとカニの水族館（和歌山県）及び神戸市立須磨海浜水族館（兵庫県）と連携し、
展示方法やノウハウの共有、相互宣伝を図る。

（３）施設管理
○水槽清掃の徹底や芝生の適正管理により清潔な環境を維持するとともに、施設設備の異常の早期
発見、早期対応を行うことで施設設備の長期使用を図る。

○生物飼育、海水取水施設維持管理、機械警備及び廃棄物処理は、既存業者への随意契約による外
部委託で管理する。

○空調機械設備保守点検、清掃、電気工作物保守、消防設備保守点検は、入札による外部委託で管
理する。

○芝生広場等でのイベントを、随時契約で実施する。

（４）開館時間・休館日
○午前９時から午後５時（最終入館は午後４時４５分）
※ただし団体等の予約、夜のイベント等の実施時には時間延長

○毎週火曜日（祝日の場合は翌平日、ただし３月２４日～４月８日、７月２０日～８月３１日、
１２月２４日～１月８日は無休）
※ただし団体等の予約の場合、可能な限り柔軟に対応

（５）事故・事件の防止措置と緊急時の対応等
○各々の緊急事態ごとにあらかじめ体制や手順を定めて適切に対応する。

（６）管理経費
○他施設での管理実績を基づき複数年契約や事業団一括契約などによる経費削減を行う。

（７）組織及び職員の配置等
○常勤職員：館長、主幹、主事２名、スタッフ３名の計７名
※現在県が任用している非常勤職員３名のうち継続雇用を希望する者とは、勤務条件等を協議の
上、雇用契約を締結する。

○非常勤職員：飼育管理のための嘱託１名
※初年度のみの１年間を予定。２年目以降の体制は初年度の運営状況を勘案の上決定し、２年目
以降の年次事業計画に盛り込む。


